
 

｢林道技術基準の解説について｣（平成 23 年４月１日付け 23 林整計第 367 号林野庁森林整備部長通知）の一部改正新旧対照表 
（下線部は改正部分）     

改  正  案 現    行 
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  第１章  ～  第３章  （略）  

 

第４章  土工  

 

第１節  ～  第２節  （略）  

 

第３節  盛土  

３－１  （略 ）  

 

３－２  盛土 の安 定  

【解説】  （ 略）  

１  ～  ３  （ 略）  

 

４  特殊盛土  

（１）～（４ ）  （略）  

（５）盛土が 崩壊 した場合の影響範囲内に人家、 学校、道路等がある盛土  

（６）  （略 ）  

 

５   安定計算  

（１）盛土の設計に 当たっては、安定計 算により盛土の安定 性を照査することを 原

則とする。  

ただし、特殊 盛土 に該当しないものであって、既往の実績、経験等 や、

近隣又は類似 の土 質条件の施工実績、災害事例等から、安定性が確 保で き

ると考えられ る仕 様で盛土を構築する場合においては、安定計算を 行わ な

いことができ る。  

（２）複数の のり 面勾配を用いる場合は、のり面勾配別及び全体につい て安定

計算を行う。  

（３）盛土に 擁壁 等の構造物を設ける場合は、構造物を含めた盛土の安 定計算

を行う。  

（４）  （略 ）  

（５）  （略 ）  

第１章  ～  第３章  （略）  

 

第４章  土工  

 

第１節  ～  第２節  （略）  

 

第３節  盛土  

３－１  （略 ）  

 

３－２  盛土 の安 定  

【解説】  （ 略）  

１  ～  ３  （ 略）  

 

４  特殊盛土  

（１）～（４ ）  （略）  

（５）人家、 学校 、道路等に隣 接す る盛土  

（６）  （略 ）  

 

５   安定計 算  

（１）盛土に 適し た材料を使い 、盛 土のり面を標 準勾 配で施工する 場合は、安

定計算を行わ ない ことができる 。  

 

 

 

 

新設  

 

新設  

 

（２）  （略 ）  

（３）  （略 ）  
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（６）  次の よう な盛土の安定計算は、間隙水圧 を考慮した有効応 力法によ

る。  

    ①  ～  ③  （略）  

（７）  （略 ）  

（８）  （略 ）  

（９）  （略 ）  

 

３－３  盛土 の構 造  

【解説】  （ 略）  

１  のり面勾 配  

（１）のり面 勾配 は、交通荷重、基礎地盤、盛土材料、気象条件、 のり 面保

護工の有無、 種類 等の条件に基づく安定計算結果、隣接物件の有無 、近

隣の盛土のり 面勾 配の実態等によって決定する。  

（２）路体を 構成 する盛土であって、森林法等法令による特段の規 定が な

く、かつ、交 通荷 重、基礎地盤、盛土材料等の条件から安全性に問 題が

ないと判断さ れる 場合には、次によることができる。  

 

①  １： 1.5 を標 準とする。  

②  のり尻付 近における基礎地盤の傾斜がおおむね次の値より急な 場合  

であって、盛 土高が安定性が保たれる高さ以下の 場合に限り、１： 1.2

とすることが できる。ただし、必要に応じてのり面保護工等を設け る。  

 

盛 土 材 料  礫 交 じ り 土  そ の 他 土  

基 礎 地 盤 の 傾 斜 (割 )  3 . 0  2 . 0  

 

（３）地形そ の他 の条件から、のり面勾配を１： 1.2 より急勾配にす る必 要  

がある場合は 、のり面保護工や土留工等の構造物の設置を含めて盛 土の

安定性を保つ こととする。  

 

（４）１断面 にお けるのり面勾配は、可能な限り単一の勾配とする が、 複数  

ののり面勾配 を用いる場合は、のり尻側を緩勾配とし、のり面勾配 別及  

び全体につい て安定性を保つこととする。  

（４）  次の よう な盛土の安定 計算 は、間隔水圧 を考 慮した有効力 法による。  

     

①  ～  ③  （ 略）  

（５）  （略 ）  

（６）  （略 ）  

（７）  （略 ）  

 

３－３  盛土 の構 造  

【解説】  （ 略）  

１  のり面勾 配  

（１）のり面 勾配 は、交通荷重 、基 礎地盤、盛土 材料 、気象条件、 のり面保

護工の有無、 種類 等の条件に基 づく 安定計算結果 、隣 接物件の有無 、近

隣の盛土のり 面勾 配の実態等に よっ て決定するが、森 林法等法令による

特段の規定が なく 、かつ、交通 荷重 、基礎地盤、 盛土 材料等の条件 から

特別に安定計 算を 行う必要がな いと 判断される場 合に は、次によること

ができる。  

 

①  １： 1.5 を標 準 とする。  

②  のり尻付 近に おける基礎地 盤の 傾斜がおおむ ね次 の値より急な場合  

であって、盛 土高 が 10ｍ程度以下の 場合に限り、 １： 1.2 とすること  

ができる。た だし 、必要に応じ ての り面保護工等 を設 ける。  

 

盛 土 材 料  礫 交 じ り 土  そ の 他 土  

基 礎 地 盤 の 傾 斜 (割 )  3 . 0  2 . 0  

 

（２）地形そ の他 の条件から、 のり 面勾配を１： 1.2 よ り急勾配にする必要  

がある場合は 、の り面保護工や 土留 工等の構造物 の設 置を含めて盛 土の

安定計算を行 う。  

 

（３）１断面 にお けるのり面勾 配は 、可能な限り 単一 の勾配とするが、複数  

ののり面勾配 を用 いる場合は、 のり 尻側を緩勾配 とし 、必要に応じ て  

のり面勾配別 及び 全体について 安定 計算等による 検討 を行う。  
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附  則  

この通知は令 和６ 年３月 29 日から適用する  

２  ～  ３  （ 略）  

 

３－４  （略 ）  

 

第４節  ～  第 ６節  （略）  

 

第５章  ～  第 13 章  （略）  

２  ～  ３  （ 略）  

 

３－４  （略 ）  

 

第４節  ～  第 ６節  （略）  

 

第５章  ～  第 13 章  （略）  


